
量の見込みについて 
 

（１）「量の見込み」とは 

子ども・子育て支援法において、市町村は、国が示す基本指針に即して、５年（今回は

平成２７年度～平成３１年度）を１期とする市町村子ども・子育て支援事業計画を策定す

ることとされており、計画の中で、各年度の教育・保育及び地域子ども子育て支援事業の

「量の見込み」とそれに対応する「提供体制の確保」の内容を定めることとなっている。 

 

（２）「量の見込み」の考え方 

 量の見込みの算出に当たっては、国が示す手引きに従い、保護者に対する利用希望把握

調査等（以下、ニーズ調査）の結果から、就労状況や希望等を踏まえた潜在的な「家庭類

型」に分類し、推計児童数に乗じて家庭類型別児童数を算出したうえで、各家庭類型にお

けるサービス利用意向率を乗じて算出します。 

 

推計児童数 × 潜在的家庭類型割合 × 利用意向率 ＝ 量の見込み 

 

（３）潜在的家庭類型について 

 保護者の就労状況等により、タイプＡからタイプＦまで８つの潜在的家庭類型に分類し

ます。潜在的家庭類型とは、今後の就労意向（現在、就労していない母親が、すぐにでも、

もしくは１年以内に就労したいと思っている等）を反映させたものです。 

タイプＡ＝ひとり親、タイプＢ＝フルタイム×フルタイム、タイプＣ＝フルタイム×パー

トタイム（保育の必要性が高い）などの分類です。 

 

（４）利用意向率について 

 意向利用率とは、各家庭型に分類された人のうち、当該事業を利用したいと回答した人

の割合（無回答を除く）です。例えば、ニーズ調査において「タイプＣ」に分類された人

が１０３人いたとして、「できれば病児・病後児保育施設を利用したいか」との設問に対し、

１０人が「利用したい」と回答し、３人が無回答だった場合、タイプＣの病児・病後児保

育に対する利用意向率は、１０÷（１０３－３）×１００＝１０％となります。意向利用

率は潜在的家庭類型ごとに算出します。 


